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《研究ノート》

要約：
　本稿は、①ヘルダーの人間性形成思想にみられる〈普遍‐特殊〉関係の〈人間
性‐個性〉関係への応用（拙稿2020）、②感情移入・共感といったヘルダーの他者
理解に関する諸原理の考察（拙稿2021）をふまえ、ヘルダーの人間性形成思想の多
文化共生およびその実現に向けた道徳教育への応用可能性について検討する。第１
節では、多文化共生について批判的に考察する先行研究を整理し、続く第２節では、
小・中学校『学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』を中心に、現代日本の道徳教
育において多文化共生がどのように位置づけられているのかを吟味する。その際、
拙稿（2020，2021）などの成果をふまえ、多文化共生およびその実現に向けた道徳
教育の新たな地平を切り拓くための一視座を提供したい。
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はじめに
　価値の多様化・相対化が進展する今日、多文化共生の実現が喫緊の課題となって

いる。そして、その実現に向けた方途の一つであり、その中でも特に重要な役割を

果たすものこそ、道徳教育である。しかし、その多文化共生、換言すれば諸文化・

諸価値の相互承認（Taylor�1994=1996:�86-101）とはいかにして可能となるのか。

　それは、共生する諸文化およびそこに属する人々が何らかの共通点、しかもそれ

は万人に当てはまるという意味で普遍的な共通点を有することによるのではないだ

ろうか。そしてその（普遍的）共通点こそ、われわれが人間性と称するものである。

しかも、その「豊かな人間性［中略］を備えた人間の育成を期する」（［］内は引用

者）という文言が改正教育基本法に明文化されたことをふまえるならば、人間性形

成は（道徳）教育の目的であるとともに、多文化共生の実現にとっても重要な契機

となると言える。

　教育学分野においては、ブレツィンカ（1986=1992）以降、価値多様化時代にお

ける教育のあり方について度々議論がなされ、確かに多文化共生（価値の多様化）、

さらには人間性形成（道徳教育）の問題について度々考察されてきたものの、人間

性形成を通じた多文化共生の実現可能性に関する研究がなされてきたとは言い難

い。こうした現状をふまえると、多文化共生の成立根拠であるところの、他文化お

よびそこに属する人々の間の（普遍的）共通点たる人間性およびその形成方法、な

らびに人間性形成を通じた多文化共生の実現可能性を追究することが肝要である。

したがって、本研究の問いは、多文化共生の成立根拠であるところの、他文化およ

びそこに属する人々の間の（普遍的）共通点たる人間性の形成は如何にして可能と

なるのか、ということになる。

　上記の問いをふまえ、2019年度以降、（１）多文化共生の成立根拠であるところの、

他文化およびそこに属する人々の間の（普遍的）共通点および教育目的という視点

から人間性を考究し、（２）その形成方法にくわえ、（３）その人間性形成を通じた

多文化共生の実現可能性について、ヘルダーの人間性形成思想を手がかりとしなが

ら考察を進めてきた。18世紀ドイツの思想家ヘルダーの人間性形成思想を手がかり

とする理由としては、彼が教育学的視点から人間性形成のあり方を先駆的に考究す

るとともに、多文化共生論の草分けとして現代の多文化共生論にもその理念が継承

されている（たとえば、Taylor�1994=1996:�44-46）など、18世紀の思想家とはいえ、

今日においてもなおその影響力は多方面に渡る（Greif,�Heinz,�Clairmont�2016:�

669-748）ことが挙げられる。
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　そこで、多文化共生の視点から彼の人間性形成思想の要点を予め簡潔にまとめて

おきたい。ヘルダー（1774=1994,�1784-91=1989）によれば、万人および彼らが所

属する文化は個性的であり、その個性を伸長することが肝要となるが、とはいえそ

の万人および彼らが所属する文化もまた、人間性という共通基盤が歴史的風土的影

響を受けて個性的かつ多様に発現したものとみなしている。つまり、人間性とは、

ある人々の間もしくはある文化の間にのみ共通するのではなく、すべての人や文化

の共通点、換言すれば「普遍的なもの」として捉えられるべきものであり、各人お

よび各文化はそのような人間性をその個性とともに形成する必要がある。

　以上の点をふまえ、本研究では、ヘルダーの人間性形成思想を手がかりとしなが

ら、以下の３つの課題を設定した。具体的には、①ヘルダーの人間性形成思想にみ

られる〈普遍‐特殊〉関係の〈人間性‐個性〉関係への応用（拙稿2020）、②課題

①をふまえた感情移入・共感といったヘルダーの他者理解に関する諸原理の考察

（拙稿2021）、そして③課題①、②をふまえ、ヘルダーの人間性形成思想の多文化

共生およびその実現に向けた道徳教育への応用可能性についての検討、である。本

稿は、上記課題③に重点を置き、以下のように考察を進める。第１節では、多文化

共生を批判的に考察する先行研究を整理し、続く第２節では、小・中学校『学習指

導要領解説�特別の教科�道徳編』を中心に、現代日本の道徳教育において多文化共

生がどのように位置づけられているのかを吟味する。その際、拙稿（2020,�2021）

などの成果をふまえ、多文化共生およびその実現に向けた道徳教育の新たな地平を

切り拓くための一視座を提供したい。

１．　多文化共生をめぐる国内外の議論
1-1．日本における多文化共生をめぐる議論
　多文化共生の実現が喫緊の課題である一方で、（多文化）共生に批判的な見解が

あることもまた事実である。以下では、そうした先行研究のうち本研究と関連する

ものを幾つか紹介しながら、多文化共生について考察を深めていきたい。

　まず鈴木（2014:�2-7）によれば、元来「共生」は生物学（生態学）分野で研究

されてきた現象であり、のちに生物学以外の現象にも適用されるようになった。し

かし、生物学的な意味での共生と人間における共生との間には隔たりがある。すな

わち、前者は現在の事実関係を指すのに対し、後者は過去の調和的関係や将来目指

すべき理念として提示されることが多い（鈴木2014:�5）。また、生物学は機械論的

自然観に依拠しており、寄生や搾取関係などの非利他的な関係をも共生関係として
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含む一方で、他の生物が有していない意志や主体性、すなわち理性にもとづく利他

的行動によって「共生」が可能となるという人間観が根強いことが、両者の隔たり

の原因の一つであるとも言える（鈴木2014:�6-9）。無論、近年社会生物学などの研

究によって、ヒトはこれまで考えられてきたほど理性的ではなく、遺伝的性質とし

ての本能（たとえば共生を阻害する攻撃性や、共生を促進する利他性）にしたがっ

て行動していることが明らかにされてきた（鈴木2014:�9-11）。とはいえ、社会生

物学者の中でも、人間社会の問題を本能だけに依らず、「本能とくいちがう」行動

をとることで改善すべきだと主張する立場（たとえばリドレー（2000）など）もあ

るなど、（社会）生物学によっては人間における共生の成立基盤たる意志や主体性

を保証することはできない（鈴木2014:�12-13）。その意味で、霊長類学の見地が示

す「非遺伝的な行動様式で、社会に特有の恣意的な要素を含み、かつ学習によって

受け継がれる」という文化現象に主体性の根拠を見出すことができるのではないか、

と鈴木（2012:�14-15）は指摘している。

　こうした生物学的な意味での共生（共棲symbiosis）と、大乗仏教における縁起

思想に端を発し椎尾（1929=1969）が展開した「ともいき」を重ね合わせ、その後

日本で共生という言葉を流行させたのが黒川（1996:�1）である（嵩2014:�17-18,�

30-32）。その思想の要諦は、「お互いの個性や文化を認めつつ競争し、対立し、批

判しつつ協力するという『共生の時代』に我々は生き始めている」（黒川1987:�

10）という言葉に集約される。ここで注目すべきは、黒川（1987,�1996）の説く共

生思想が、競争・対立・批判をそのままに受け入れながら協力するという点である。

　同様の見解が、オークショット（1975=1993）およびイリッチ（1973=2015）を

ふまえた井上ほか（1992）ないしは井上（1998,�2021）にも見られる。井上ほか（1992:�

25）によれば、共生とは「異質なものに開かれた社会的結合様式」、すなわち「生

の形式を異にする人々が、自由な活動と参加の機会を相互に承認し、相互の関係を

積極的に築き上げてゆけるような社会的結合」である。「現代的な意味での共生は、

自他が融合する「共同体」への回帰願望ではなく、他者たる存在との対立緊張を引

き受けつつ、そこから豊かな関係性を創出しようとする営為である」（井上1998:�

343）。その際、彼が用いる共生とはconviviality、すなわち「宴」ないし「会話」

である。「会話とは異質な諸個人が異質性を保持しながら結合する基本的な形式で

ある」（井上2021:�254）。ただし、彼が共生をconvivialityと捉えることから、その

見解に懐疑的な論者も少なくない（たとえば、川本（1997:43）、嵩（2014:�36）な

ど）。他方、栗原（1997:�14）も井上ほか（1992）や井上（1998,�2021）と同様に、「自
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律性を伴う相互性、すなわち異なる存在の間の相互開示的、相互活性化的な異交通

が生まれるとき、私たちは辛うじて〈共生〉（living-together,�conviviality）ということ

ばを呼び出すことができる」と主張している。

　それでは、教育学分野において、「共生」はどのように捉えられてきたのだろうか。

まず、メルロ・ポンティ（1953=1966）は、生後６-12か月にみられる「自己と他者

が共通の状況に融け合い、自他が未分化である状態」（川本1997:�37）、すなわち「癒

合的社会性」（Wallon�1932=1965:�218-224）をもとに、幼児の発達について次のよ

うに指摘する。

　�まず、私たちが「前交通」と呼ぶ第一の段階があるわけですが、そこにあるのは

個人と個人との対立ではなく、匿名の集合であり、未分化な集団生活です。次に、

こうした最初の共同性を基盤にして、一方では自分自身の身体を客観化し他方で

は他人を自分とは違うものとして構成するというふうにして、個人個人が区別さ

れる段階が来ます。もっとも、その個人個人の分離や区別は、後でも見ますが、

決して完全に達成されることのない過程ではあるのですが。（Merleau-Ponty�

1953=1966:�137）

これに着想を得た竹内（1983:�18-40;�1988:�260,�270-272）は、共生（態）としての「か

らだ」およびその一部である「ことば」について言及している。

　また、日本の教育学においては、「「共生・教育」の系譜があり、1979年の養護学

校義務化前後から、いわゆる障害児と健常児を分ける教育やその就学のあり方をめ

ぐって展開されてきた経緯がある」（橋本2018:�208）1）。その後、国内における多

文化共生教育関連著作の出版が枚挙にいとまがないのは周知のとおりであろう。こ

こでは、橋本（2018）の言に耳を傾けてみたい。橋本（2018:�213）は、栗原（1997）

をはじめとして教育学、社会学、哲学における共生理解をふまえ、共生を「出会う

ことが不可避の異質な他者との、異質性を保持したままでの、いわば等価的な

（equivalent）関係の生成」と表現する。しかし、それは共生の原意に当たる「自

己と他者の等価関係を生成しようとする」単なる過程に留まらず、「自己と他者の

等価関係の生成」という目的のもとにある過程だ、と橋本（2018:�222-223）は主

張する。そのため、目的としての共生に漸近することはできても、それを実現する

ことはできないことになる（橋本2018:�253）。こうして、橋本（2018）その他の教

育学関連の研究においては、多文化共生の実現に向けた確固たる方策を見出すこと
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ができているとは言い難い。すなわち、先行研究では、人間性形成（道徳教育）の

視点から多文化共生およびその実現の方途を究明するまでには至っていない。

　以上の論考は、「共生」について批判的に検討している。他方で、馬渕（2017:�

iii）は「多文化」という点に着目し、以下の点を指摘している。すなわち、①現代

社会はおしなべて多文化（社会）化している一方で、その目指すべき理念たる多文

化主義については一様の見解が示されていないように、現実としての多文化社会と

理念としての多文化主義とは峻別を要する場合があること、②日本では従来、「異

文化」がひろく使われてきたが、英語圏で提唱されてきたマルチカルチュラリズム

の影響から「多文化」が1990年代以降浸透してきたこと、③「多文化」の意味が一

義的でないこと、などである。

1-2．海外における多文化共生をめぐる議論
　それでは、西洋においてマルチカルチュラリズムとはどのように捉えられている

のだろうか。ここでは、テイラー（1994=1996）に着目したい。冒頭でも取り上げ

たように、彼は諸文化・諸価値の相互承認というかたちで多文化共生を実現しよう

と試みる（Taylor�1994=1996:�86-101）。

　その際テイラーが依拠したのが、ガダマーの「地平融合」である（Taylor�1994=�

1996:�93）。地平融合とは、「現在の地平から区別される歴史的地平を思い描」き、

その歴史的地平を現在の地平から際立たせるという歴史意識が作用するや否や、そ

の歴史的地平がすぐさま「現在の地平に取り込まれる」過程（Gadamer�1960=�

2008:�480）2）を経て、「歴史的過去の諸概念（Begriffe）を、それが同時に解釈者自

身の概念的理解（Begreifen）を含むような仕方で取り戻す」（Gadamer�1960=�

2008:�578）ことを指す。そのため、「解釈者自身の考えが」歴史的地平の「意味の

再生のなかにつねにはじめから入り込んで」おり、解釈者自身の現在の地平が歴史

的地平の「意味を規定しているのであるが、その地平も［中略］ひとつの見解や可

能性のようなものであって、［中略］うまくいくかどうかをためしてみて」、歴史的

地平が「語っていることを本気で自らのものにしよう」とする態度だと言える

（Gadamer�1960=2012:�686、［］内は引用者）。テイラーはこの地平融合を多文化

共生の縁とし、「我々はより広い地平のなかを動くことを学ぶ。この新しい地平の

なかで、我々は、かつて価値評価の自明の背景とされていたものを、かつて未知で

あった文化が持つ異質の背景と並べて、可能性のひとつとして位置づけることがで

きる」（Taylor�1994=1996:�93）と語る。
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　この地平融合と並んで注目したいガダマーの基本概念が、解釈学的循環である。

それはすなわち、「われわれのいっさいの経験は、歴史的に規定された先行理解（先

入見）を基盤にして成立する」が、「そのつどの新たな経験のもとで、先行理解が

たえず修正され、あるいは拡大されていく」（丸山1998:�208）ことを指す3）。地平

融合にせよ解釈学的循環にせよ、歴史的地平（先行理解（先入見））との連続性の

もとに現在の地平（理解）は成り立つ。ヘルダーの感情（自己）移入論もまた、こ

の解釈学的循環や地平融合を手がかりに考察することができる。「ヘルダーにおい

ては感情移入と［対象との］隔たりの意識は同時に存在しており、主観を捨てて対

象に感情移入することは、すなわちその対象とは隔たった自己自身のあり方を認識

することと表裏一体の関係にある。そしてこの両者の間には、つねに相互に規定し

合ういわゆる循環構造が存在する」（濱田2014:�257、［］内は引用者）。

　これは正鵠を射た見解である。ヘルダーの自己（感情）移入論は、「類比・想像

に基づく自己移入という拡張と「自己感情」としての先入観という収縮との動態的

な緊張関係を通じて、「おのれの自我の著しい拡張」としての自己移入から出発し、

「具体的な人間の人間性」に直に触れながら公平性（フマニテート）を実現し、そ

れによって自己移入を、「〈主体‐客体〉という統一体」ないしは「対立の一致」へ

と達する「没我の認識」として確証するという意味での人間形成の過程」（拙稿

2021:�17）として定式化される4）。それは、「自己と他者が共通の状況に融け合い、

自他が未分化である状態」（川本1997:�37）たる「前交通」（Merleau-Ponty�1953=�

1966:�137）への還帰ではなく（井上1998:�343）、それに比する「異なる存在の間

の相互開示的、相互活性化的な異交通」（栗原1997:�14）、すなわち「「〈主体‐客体〉

という統一体」ないしは「対立の一致」」へと達することを究極的には目指すものの、

その実現もまた困難を伴う5）。その意味で、「類比・想像に基づく自己移入という

拡張と「自己感情」としての先入観という収縮との動態的な緊張関係を通じて、「お

のれの自我の著しい拡張」としての自己移入から出発」することが人間にはまず必

要となる。先に濱田（2014:�257）が指摘していた「感情移入と［対象との］隔た

りの意識」の循環構造もまた、この拡張と収縮の動態的な緊張関係のことを意味し

ている。そして、ここから解釈学的循環ないしは地平融合を通じて、すなわち「「具

体的な人間の人間性」に直に触れながら公平性（フマニテート）を実現し」ていく

ことになる。とはいえ、この公平性（フマニテート）もまた、われわれが還帰する

ことのできない「前交通」ではなく、「異なる存在の間の相互開示的、相互活性化

的な異交通」としての「〈主体‐客体〉という統一体」ないしは「対立の一致」の
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基盤をなす。このように、テイラー（1994=1996）の主張は、ガダマーの地平融合

および解釈学的循環を経由してヘルダーの自己（感情）移入論と接合するのであり、

彼が度々ヘルダーを引合いに出すのも、両者の思想に共通点が存在するからであろ

う6）。

　しかし、それでは如何にして「異なる存在の間の相互開示的、相互活性化的な異

交通」としての「〈主体‐客体〉という統一体」ないしは「対立の一致」が可能と

なるのか。その縁の一つとなるのが、「個人個人の分離や区別は［中略］決して完

全に達成されることのない過程ではある」（Merleau-Ponty�1953=1966:�137、［］内

は引用者）という言葉にも象徴されるように、われわれがそこへと還帰することが

できないけれども原初状態においてはそうであり現在もまた一面においてそうであ

るところの「自己と他者が共通の状況に融け合い、自他が未分化である状態」たる

「前交通」の次元、すなわち（普遍的）人間性である。テイラー（1994=1996）へ

のコメントとして、ロックフェラー（1994=1996:�128-129）は、「平等な尊厳をめ

ぐる政治や倫理」が「個人への尊重が、すべての人格のなかにある普遍的な人間の

潜在的能力への尊重だけでなく、諸個人が己れの人間性を実現させ、己れの独特の

パーソナリティを表現するところの多様な文化形式に内在する価値に対する尊重に

も関わるものとして理解されること」を目指すべきだと主張する。ロックフェラー

（1994=1996:�129-130）によれば、「人間性において普遍的に共有されているものは、

夥しいほどの文化形式の多様性のなかで自らを表現する」ため、「すべての人間存

在は普遍的な人間性の担い手として――個人として――平等な価値を持っており、

すべての人々は個人として平等な尊重と自己実現のための平等な機会を受けるに値

する」。つまり、多文化共生の前提として、彼は（普遍的）人間性を想定している

のである。

　以上の見解は、ヘルダーの思想にも相通ずる。拙稿（2020）でも指摘したように、

〈普遍‐特殊〉関係は、「対立の一致」すなわち「「対立」を対立としてそのまま保

持しながらも、「均衡」としての「一致」へと至らしめる」（拙稿2018:�94）関係と

みなすことができるが、それは〈人間性‐個性〉関係にも当てはまる。つまり、「「特

殊なもの」として個性的存在たる個々人および諸民族は、「普遍的なもの」たる人

間性（フマニテート）の歴史的風土的影響による変状を通じてその現存を享受する

が、彼らは常に「普遍的なもの」たる人間性（フマニテート）を有するがゆえに、

〈人間性‐個性〉の対立が一致（均衡）した現存として存在する」（拙稿2020:�

73）。これはまさに、ロックフェラー（1994=1996）と軌を一にする見解である7）。
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　そして、ロックフェラー（1994=1996）の見解をさらに敷衍した花崎（2001:�

345）は、多文化共生を実現するための人間（性）形成を、「ピープルになる」と表

現し、その原理的前提として、「ピープルのうちに、あるいはむしろ、ピープルとピー

プルのあ
・ ・ ・

いだに、そのつながり方に、それを可能にする精神や力」すなわち（普遍

的）人間性が存在することを信じなければならないと述べる。その具体例の一つと

して、「共生的な隣人愛や同胞感情を、身内同士のせまい枠から人類と地球全体の

レベルまで推しひろげる想像力と理性」が挙げられている（花崎2001:�345）。花崎

（2001:�356-361）は、久重（1988:�109-119）に即して「推量的想像力」の概念に

着目し、その根拠を「受苦可能性」に求めている。これは、森（1977:�91-140）の「三

人称的客観」論をふまえ、「「ピープル」としてのヒトが、受苦の経験をつうじて自

分の意識の中に「他者」の存立の場所を空け、私から他者へのまなざしと他者から

私へのまなざしを想像力において照らしあわす、または重ねあわす作用」としての

「憐れみ（ピティエ）」を強調した花崎（1976）の考察とも軌を一にしている（花

崎2001:�364-368）。しかし、この「ピープル」は、受苦可能性だけでなく加害可能

性をも孕んでいる（花崎2001:�352-353）。そのため、「「ピープルになる」とは、［中

略］私と他者とがいつでも加害と受苦の関係になる可能性と必然性、その歴史的被

規定性を承知したうえで、しかもその場から「共に生きる」関係をめざすこと」、

すなわち「自分の内面に、「三人称のわたし」の場所をひらくこと」で、「「私は私」

という閉じた世界を破ることができ、そこへはいってくる他者の姿、言葉、イメー

ジなどから新鮮な感動や行動への動機づけや愛情のサインなどを受け取ること」と

される（花崎2001:�388-389、［］内は引用者）。そして、この「ピープルになる」

ことで目指される「ピープルネス」のモデルの範を、花崎（2001:�390-396）は自

然に求めている。このように、人間（性）を考察する際に自然、ひいては宗教的な

次元に縁を求める態度は、鈴木（2014）やロックフェラー（1994=1996:�140-

141）、見田（1997:�31）、さらにはテイラー（1994=1996:�100-101）自身も指摘し

ているところである。

　「受苦可能性／加害可能性」については、ヘルダーの思想と必ずしも重なるわけ

ではないが、他者理解の前提として「（推量的）想像力」（久重1988）や「三人称的

客観」論（森1977）、さらには「憐れみ（ピティエ）」を引合いに出している点で、

花崎（2001）の見解はヘルダーの自己（感情）移入論（拙稿2021）や「対立の一致」

論（拙稿2018）と接点を有する8）。また、人間（性）（「ピープル（ネス）」）を自然、

さらには宗教的次元（Rockefeller�1994=1996、見田1997、Taylor�1994=1996）と
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関連づけて考察している点も、ヘルダーの人間（性）思想と連関する（拙稿2016）。

　以上の内容を総括するに、「多文化共生」をめぐる様々な議論のうちには、ヘルダー

をもとに拙稿（2020,�2021）が主張した〈人間性‐個性〉の「対立の一致」関係や、

類比（想像力）をふまえた自己（感情）移入論の視点が散りばめられており、特に

ロックフェラー（1994=1996）や花崎（2001）は、本研究に非常に近い立場である

と言えよう。

２．道徳教育における多文化共生
　さて、今度は小・中学校学習指導要領およびその解説9）を紐解きながら、多文化

共生およびその実現に向けた道徳教育の新たな地平を切り開くための一視座を提供

したい。

　まず、『学習指導要領解説�特別の教科�道徳編』（以下、『解説』）によれば、「今

後グローバル化が進展する中で、様々な文化や価値観を背景とする人々と相互に尊

重し合いながら生きる」という課題に対応すべく、「社会を構成する主体である一

人一人が、［中略］人としての生き方や社会の在り方について、時に対立がある場

合を含めて、多様な価値観の存在を認識しつつ、自ら感じ、考え、他者と対話し協

働しながら、よりよい方向を目指す資質・能力」の育成が求められ、その際主たる

役割を担うのが道徳教育だとされている（文部科学省2017e:�1,�2017f:�1、［］内は

引用者）。この記述からだけでも、道徳教育およびその要となる「特別の教科�道徳」

（以下、道徳科）が多文化共生を念頭においていることに疑念の余地はないだろう。

それは、道徳科において「現代的な課題の取扱いにも留意」（文部科学省2017a:�

171,�2017b:�157）するとされ、その具体例として「国際親善教育」や、持続可能な

発展を巡る課題の一つに「国際理解、国際親善」という道徳的価値が挙げられてい

ることからも明らかであろう（文部科学省2017e:�98-99,�2017f:�100-101）。

　それと関連して、『学習指導要領』第1章「総則」でも、「豊かな人生の実現や災

害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求

められる資質・能力」（文部科学省2017a:�19,�2017b:�21）の育成について言及され

ている。わけても、その一例として「グローバル化の中で多様性を尊重するととも

に、現在まで受け継がれてきた我が国固有の領土や歴史について理解し、伝統や文

化を尊重しつつ、多様な他者と協働しながら目標に向かって挑戦する力」（文部科

学省2017c:�53,�2017d:�53）が挙げられていることも特筆に値する。
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2-1．総則にみる道徳教育と多文化共生の関係
　以上の点をふまえ、まずは『学習指導要領』第1章「総則」から確認していきたい。

それによれば、「道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本

精神に基づき、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間と

して他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うことを目標とするこ

と」（文部科学省2017a:�17,�2017b:�19、下線は引用者）とされている。ここで注目

すべきは、下線部の「自立した人間として他者と共によりよく生きる」である。「人

は誰もがよりよい自分を求めて自己の確立を目指すとともに、一人一人が他者と共

に心を通じ合わせて生きようとしている。したがって、他者との関係を主体的かつ

適切にもつことができるようにすることが求められる」（文部科学省2017c:�27,�

2017d:�27-28）。後にみるように、こうした他者との共生が多文化共生の前提とな

るのだが、これは教育基本法第５条（義務教育の目的）第２項「各個人の有する能

力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形

成者として必要とされる基本的な資質を養うこと」10）、および学校教育法第21条（義

務教育の目標）第３号「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷

土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」をふまえたものである（文部科

学省2017c:�26,�2017d:�26）。

　続けて、道徳教育を進める際の留意事項についても言及されているが、わけても

多文化共生と関連するキーワードとして、「人間尊重の精神」「豊かな心」「他国を

尊重し、国際社会の平和と発展［中略］に貢献する」の３点に注目したい（文部科

学省2017a:�17,�2017b:�19-20、［］内は引用者）。まず、「人間尊重の精神」とは、「生

命の尊重、人格の尊重、基本的人権、〈思いやり〉〔人間愛〕の心などの根底を貫く

精神」を指すが、「民主的な社会においては、人格の尊重は、自己の人格のみでは

なく、他の人々の人格をも尊重することであ」る（文部科学省2017c:�28,�2017d:�

28-29）。それゆえ、『学習指導要領』では、「具体的な人間関係の中で道徳性を養い、

それによって人格形成を図るという趣旨に基づいて、「人間尊重の精神」という言

葉を使っている」（文部科学省2017c:�28,�2017d:�29）。また、「豊かな心」の一例には、

「他者との共生や異なるものへの寛容さをもつ」（文部科学省2017c:�29,�2017d:�

29）ことが挙げられている。以上の内容をふまえるに、この両キーワードは多文化

共生実現のための基盤だと言えよう。他方、「他国を尊重し、国際社会の平和と発

展［中略］に貢献する」は、多文化共生により即した記述となっている。すなわち、
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「日常生活の中で社会連帯の自覚に基づき、他者と協同する場を実現していく努力」

を、「広く国家間ないし国際社会に及ぼしていくことが他国を尊重することにつな

がり、国際社会に平和をもたら」すことになる（文部科学省2017c:�30,�2017d:�30-

31）。先述の通り、他者との共生を拡大することで多文化共生（「他国の尊重」）が

可能になることがうかがい知れる。

　また、総則では、児童生徒の発達の段階や特性等をふまえ（小学校の場合には各

学年段階において）、指導内容の重点化の方向性が示されている。多文化共生と直

接関連する記述としては、小学校第５学年および第６学年、ならびに中学校におい

て「他国を尊重すること」（文部科学省2017a:� 27,� 2017b:� 28）が挙げられてい

る11）。とはいえ、小学校第１学年から第４学年にかけても、その前提となる他者理

解、具体的には「うそを言わない、人を傷付けない、人のものを盗まないなど、人

としてしてはならないことや善悪について自覚」（文部科学省2017c:�140）するこ

と（第１学年および第２学年）や、「善悪を判断し、正しいと判断したことを行う

こと、身近な人々と協力し助け合うこと、集団や社会のきまりを守ること」（文部

科学省2017a:�26）（第３学年および第４学年）を重点的に指導することになる12）。

2-2． 『学習指導要領解説 特別の教科 道徳編』にみる道徳教育と多文化共生の関係
　以上の内容を念頭に置きながら、『解説』の内容に話題を移したい。先にみた総

則（文部科学省2017a:�17,�2017b:19）で示された道徳教育の目標に基づいて、道徳

科の目標が設定されているが、多文化共生との関連にのみ焦点を当てるならば、「物

事を多面的・多角的に考え」（文部科学省2017a:�165,�2017b:�154）るとされている

ことに注目すべきである。これは「多様な価値観の、時に対立がある場合を含めて、

自立した個人として、また、国家・社会の形成者としてよりよく生きるために道徳

的価値に向き合い、いかに生きるべきかを自ら考え続ける姿勢」（文部科学省

2017e:�16,�2017f:�13）という道徳教育およびその要である道徳科のあるべき姿を反

映したものである。しかも、この姿勢は、本節冒頭で確認した『解説』の記述（文

部科学省2017e:�1,�2017f:�1）をその背景としていることは火を見るよりも明らかで

あろう。それでは、その具体的内容について確認してみたい。

　この点に関する『解説』の記述は、小学校と中学校では大きく異なっているが、

それは小学校で学んだ内容を中学校において敷衍することに起因する。小学校の場

合には、「物事を多面的・多角的に考える学習を通して［中略］価値理解と同時に

人間理解や他者理解を深め、更に自分で考えを深め、判断し、表現する力などを育
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む」ことが目指されている（文部科学省2017e:�18-19、［］内は引用者）。中学校で

も同様の視点を引き継ぎつつ、「グローバル化が進展する中で、様々な文化や価値

観を背景とする人々と相互に尊重し合いながら生きる［中略］中で、人間の幸福と

社会の発展の調和的な実現を図る」という課題に対応するべく、「人としての生き

方や社会の在り方について、多様な価値観の存在を前提にして、他者と対話し協働

しながら、物事を広い視野から多面的・多角的に考察することが求められる」（文

部科学省2017f:�16、［］内は引用者）。

　それでは、上述のように「物事を多面的・多角的に考え」、多文化共生を実現す

るためには、具体的にどのような道徳的価値を理解する必要があるのか。その最た

るものが、視点Ｃ「主として集団や社会との関わりに関すること」の「国際理解、

国際〈親善〉〔貢献〕」である。まず小学校第１学年および第２学年（「他国の人々

や文化に親しむこと」）では、自国の文化と他国の文化を区別するのが難しいこと

や他国の人々・文化に親しむ経験が多くはないことから、身近な出来事や行事など

を通じて、他国の人々に親しんだり異文化のよさに気づいたりすることから始める

（文部科学省2017e:�63）。続く第３学年および第４学年（「他国の人々や文化に親

しみ、関心をもつこと」）では、自国と他国の関わりに気づき始めることから、自

国と他国の文化の共通点と相違点、さらには両文化の関係にも目を向け、他国への

関心を高めていく（文部科学省2017e:�63）。その流れを第５学年および第６学年（「他

国の人々や文化について理解し、日本人としての自覚をもって国際親善に努めるこ

と」）では敷衍するだけでなく、「他国の人々が、我が国と同じようにそれぞれの国

の伝統と文化に愛着や誇りをもって生きていることについて一層理解が進むように

することが大切である」とされている（文部科学省2017e:�63、下線は引用者）。つ

まり、先の引用の下線部に含意されているように、「日本人としての自覚や誇り、

我が国の伝統と文化を理解し、尊重する態度を深めつつ」国際理解や国際親善に努

めることが求められており（文部科学省2017e:�63）、その点で、同じく視点Ｃの「〈伝

統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度〉（〔郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛す

る態度〕、〔我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度〕）」という道徳的価値とも

関連があると言える（文部科学省2017e:�61,�2017f:�59）。

　そして、中学校（「世界の中の日本人としての自覚をもち、他国を尊重し、国際

的視野に立って、世界の平和と人類の発展に寄与すること」）もまた、小学校第５

学年および第６学年の内容を継承し、「日本のことだけを考えるのでなく、国際的

視野に立ち、すなわち、広く世界の諸情勢に目を向けつつ、日本人としての自覚を
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しっかりもって国際理解に努める」（文部科学省2017f:�60）ことになる。とりわけ

中学校の場合には、教育基本法第２条第５項および学校教育法第21条第３号、そし

て『学習指導要領』第１章「総則」でも用いられていた「他国を尊重」するという

文言が追加され、「他の地域や国々はそれぞれの文化や伝統、歴史をもっており、

地域や国々の在り方、あるいはそうした地域や国々がもっている理想等を、違いは

違いとして理解し、それを尊重していく」（文部科学省2017f:�60）ことの必要性が

語られている。この段になってくると、同じく視点Ｃの「公正、公平、社会正義」

という道徳的価値にも相通ずる見解が色濃くなってくる（文部科学省2017e:�52-53,�

2017f:�46-47）。

　とはいえ、「国際理解、国際〈親善〉〔貢献〕」という道徳的価値は、同視点に属

する上記両価値と関連するだけに留まらない。内容項目に関する４つの視点は、対

象の広がりに即して「A�主として自分自身に関すること」から「B�主として人と

の関わりに関すること」、「C�主として集団や社会との関わりに関すること」、そし

て「D�主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること」へと整理され

ている（文部科学省2017e:�5,�2017f:�5）。それは、前掲の『学習指導要領』第１章「総

則」で提示されている指導内容の重点化の方向性とも軌を一にしている（文部科学

省2017a:�26-27,�2017b:�28）。つまり、視点Ｃに属する「国際理解、国際〈親善〉〔貢

献〕」という道徳的価値には、その前段階にある視点ＡおよびＢもまた欠かせない

と言えるだろう。

　まず、視点Ａで注目したいのが、「〔向上心、〕個性の伸長」である。個性とは、「他

者と取り換えることのできない一人一人の人間がもつ独自性」「その人の［中略］

人格の総体」であり、「能力・適性、興味・関心、性格といった様々な特性におい

て捉えられる」（文部科学省2017f:�30、［］内は引用者）。そして、その伸長とは、「自

分のよさを生かし更にそれを伸ばし、自分らしさを発揮しながら調和のとれた自己

を形成していくこと」（文部科学省2017e:�34）である。道徳教育においても、「個

性の伸長」は重要な価値の一つであるが、その内容が下線で示したように視点Ｂの

「相互理解、寛容」にも含まれていることは、注目に値する。「自分の考えや意見

を相手に伝えるとともに、それぞれの個性や立場を尊重し、いろいろなものの見方

や考え方があることを理解し、寛容の心をもって謙虚に他に学び、自らを高めてい

くこと」（文部科学省2017b:�155、下線は引用者）。そこで、同価値に対する『解説』

の説明に耳を傾けてみたい。

　それによれば、「人間は、大抵の物事についてその全体を知り尽くすことは難しく、
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自分なりの角度や視点から物事を見ることが多い」が、それもまた個性であり、「そ

こで大切なことは、互いが相手の存在の独自性を認め、相手の考えや立場を尊重す

ることである」（文部科学省2017f:�42）。そのため、指導の際には、「個性とは何か

について正しく理解するとともに、［中略］互いの個性や立場を尊重し、広い視野

に立っていろいろなものの見方や考え方があることを理解しようとする態度を育て

ることが大切である」（文部科学省2017f:�43、［］内は引用者）。つまり、「相互理解、

寛容」も多文化共生実現の基盤となる道徳的価値の一つであるが、そこにおいては

「個性の伸長」、換言すれば自己理解がその前提として必要になる。翻って、個性

は「決して自分一人で伸びるものだけではなく、他者に認められながら伸びるもの

もある」（文部科学省2017f:�42）とされていることも見逃すことはできない。した

がって、自己理解（「個性の伸長」）と「相互理解（、寛容）」は、相乗的関係をそ

の一面として有すると言えよう。さらに、この自己理解には、「個性の伸長」だけ

でなく、先に挙げた視点Ｃの「〔郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛する態度〕、〔我

が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度〕（〈伝統と文化の尊重、国や郷土を愛す

る態度〉）」もその一つとして含まれる。

　また、先に引用した「広い視野に立っていろいろなものの見方や考え方があるこ

とを理解しようとする態度を育てることが大切である」（文部科学省2017f:�43、下

線は引用者）とされているように、多文化共生の原理となる「相互理解、寛容」は、

その方法論として自己（感情）移入を採る。その点については、小学校第５学年お

よび第６学年においてより明確に語られている。「この時期［小学校第５学年およ

び第６学年］には、考えや意見の近い者同士が接近し、そうでない者を遠ざけよう

とする行動が見られることがある。そのような時期だからこそ、［中略］相手の立

場に立って考える態度を育てることが求められる」（文部科学省2017e:�49、［］内

と下線は引用者）13）。

　この自己（感情）移入と最も密接な関係にある道徳的価値が、視点Ｂ「〈親切、〉

思いやり〔、感謝〕」である。思いやりとは、「相手の気持ちや立場を自分のことに

置き換えて推し量り、相手に対してよかれと思う気持ちを相手に向けること」で、

「具体的には、相手の立場を考えたり相手の気持ちを想像したりすることを通して

励ましや援助をすること」とされている（文部科学省2017e:�40）。また、「思いや

りの心の根底には、人間尊重の精神に基づく人間に対する深い理解と共感がなけれ

ばならない」ことから、「思いやりの心は、単なるあわれみと混同されるべきもの

ではない」ともされている（文部科学省2017f:�36）。
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　では、その具体的内容について確認していこう。小学校第１学年および第２学年

においては、「発達的特質から自分中心の考え方をすることが多いが、様々な人々

との関わりの中から、相手の考えや気持ちに気付くことができるようになる」ため、

「身近にいる様々な人との触れ合いの中で、相手のことを考え、優しく接すること

ができるようになることが求められる」（文部科学省2017e:�41）。このように、自

己（感情）移入の基礎を培ったうえで第３学年および第４学年になると、「児童は

相手の気持ちを自分に置き換えて自らの行動を考えることができるようになってく

る」（文部科学省2017e:�45）。そのため、指導の際には、「相手の置かれている状況、

困っていること、大変な思いをしていること、悲しい気持ちでいることなどを自分

のこととして想像することによって相手のことを考え、親切な行為を自ら進んで行

うことができるようにしていくことが大切である」（文部科学省2017e:�41）。第５

学年および第６学年に至っては、「自他を客観的に捉え」、「相手の置かれている状

況を自分自身に置き換えて想像できるようになる」ことから、指導の際には、「特

に相手の立場に立つことを強調する必要があ」る（文部科学省2017e:�41）。また、

この段階になると、思いやりの対象を「人間関係の深さの違いや意見の相違などを

乗り越え、［中略］児童が接する全ての人に広げていくことも大切である」（文部科

学省2017e:�41、［］内は引用者）とされている。

　中学校でも同様に、「相手の立場や気持ちに対する配慮［中略］の対象の広がり

についても理解を深めてい」（文部科学省2017f:�37、［］内は引用者）き、最終的

に「人間愛の精神」にまで至らしめる。「人間愛の精神」とは、「互いの存在を、強

さも弱さももち合わせた生身の人間として、肯定的に受け止めようとする思いが普

遍化されたもの」であり、総則（文部科学省2017a:�17,�2017b:�19）でも取り上げ

られていた「人間尊重の精神、生命に対する畏敬の念に基づく人間理解を基盤とし

て、他者に対する思いやり［中略］の心を通して具現化される」（文部科学省

2017f:�36、［］内は引用者）。

　ここで注目したいのが、「人間愛の精神」が「人間尊重の精神」だけでなく「生

命に対する畏敬の念」にも基づく人間理解をその根底に据える点である。つまり、

視点Ｂの「〈親切、〉思いやり〔、感謝〕」は、視点Ｄ「主として生命や自然、崇高

なものとの関わりに関すること」の「生命の尊さ」とも関連し、しかも同内容項目

においても自己（感情）移入がその方法論的基盤となっていることが確認できる。

具体的には、この内容項目は、「主として人間の生命の尊さについて考えを深める

ことが中心になるが、生きている者全ての生命の尊さも大切に考えなければならな
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い。生命の尊さを概念的な言葉での理解とともに、自己との関わりで、生きること

のすばらしさや生命の尊さを考え、自覚を深められるように指導することが求めら

れる」（文部科学省2017e:�64、下線は引用者）。また、「生命を尊ぶためには、まず

自己の生命の尊厳、尊さを深く考えることが重要である。生きていることの有り難

さに深く思いを寄せることから、自己以外のあらゆる生命の尊さへの理解につなが

るように指導することが求められる」（文部科学省2017f:�62、下線は引用者）。

　さらに、「自然愛護」という内容項目においても、自己（感情）移入を方法論と

して採用していることがうかがえる。「「進んで自然の愛護に努める」とは、［中略］

自然の生命を感じ取り、自然との心のつながりを見いだして共に生きようとする自

然への積極的な対し方である」（文部科学省2017f:�64、［］内は引用者）。「そのこ

と［自然を美の対象としてだけではなく、畏敬の対象として捉えさせること］が、

［中略］一人一人が自然との心のつながりを見いだし同行する者として生きようと

する自然への対し方につなが［中略］る」（文部科学省2017f:�65、［］内は引用者）。

つまり、自己（感情）移入の対象は他者に留まらず、自然をもその対象としている

と言えよう14）。多文化共生という言葉に含まれる「文化」は、元来「耕作」を意味

する自然的概念である。それと相俟ってか、近年異文化コミュニケーション学では

その一つとして環境コミュニケーションが掲げられている（鳥飼ほか2021:�87-100,�

153-244）15）こと、さらには先述の鈴木（2014）やロックフェラー（1994=1996:�

140-141）、見田（1997:�31）の見解もふまえるに、多文化共生の「文化」には、自

然もその対象として考慮する必要があるだろう。

　以上を総括するに、自己理解（視点Ａの「〔向上心、〕個性の伸長」、視点Ｃの「〈伝

統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度〉、〔郷土の伝統と文化の尊重、郷土を愛す

る態度〕および〔我が国の伝統と文化の尊重、国を愛する態度〕」）をふまえつつ自

己（感情）移入を行い、それによって視点Ｂの「〈親切、〉思いやり〔、感謝〕」「相

互理解、寛容」や視点Ｃの「公正、公平、社会正義」「国際理解、国際〈親善〉〔貢

献〕」、さらには視点Ｄの「生命の尊さ」「自然愛護」といった道徳的価値の理解お

よびそれを基調とした「道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度」（文部科学省

2017e:�165,�2017f:�154）の育成が可能となるのではないだろうか。したがって、現

代の道徳教育においても自己（感情）移入は重要な役割を担うと言えよう。そして

その際、想像（力）や自己理解が鍵を握ることも特筆すべき点であり、それは、先

述の「類比・想像に基づく自己移入という拡張と「自己感情」としての先入観とい

う収縮との動態的な緊張関係を通じて、「おのれの自我の著しい拡張」としての自
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己移入から出発」（拙稿2021:�17）するヘルダーの自己（感情）移入論にも相通ずる。

一見すると相矛盾する自己理解と相互理解（多文化共生）が相乗的関係にあるから

こそ、道徳教育の目標が「自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立

した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うこと」（文

部科学省2017a:�17,�2017b:�19、下線は引用者）とされ、そのあるべき姿として、「多

様な価値観の、時に対立がある場合を含めて、自立した個人として、また、国家・

社会の形成者としてよりよく生きるために道徳的価値に向き合い、いかに生きるべ

きかを自ら考え続ける姿勢」（文部科学省2017e:�16,�2017f:�13、下線は引用者）が

掲げられるとともに、「国際理解、国際〈親善〉〔貢献〕」を自国との関係や「日本

人としての自覚」をふまえたかたちで行う（文部科学省2017e:�63,�2017f:�60）など、

両者が並列して取り上げられるのであろう。また、対立がありながらも共生してい

くその姿勢には、ヘルダーの「対立の一致」論（寺川2018）にも相通ずる見解が示

されていることも付言しておきたい。

結びに代えて
　本稿では、多文化共生をめぐる国内外の議論と道徳教育における多文化共生の位

置づけについて、拙稿（2020,�2021）をふまえつつ概観してきた。結論として、多

文化共生をめぐる国内外の議論にせよ多文化共生実現に向けた道徳教育のあり方に

せよ、ヘルダーの〈人間性‐個性〉の「対立の一致」関係（拙稿2020）や自己（感

情）移入論（拙稿2021）と軌を一にする点が多分にあることから、その応用可能性

は十分にあり、拙稿（2020,�2021）をもとに多文化共生およびその実現に向けた道

徳教育を再構築することで、その新たな地平を切り拓くための一視座を見出すこと

ができたと言える。しかし、ヘルダーは18世紀の思想家であることから、その思想

は「至高の諸価値がその価値を剝奪されるということ」（Nietzsche�1993:�22）、す

なわちニヒリズムを経験していない。以上のことから、今後人間性概念については

ベルジャーエフやムーニエをはじめとする人格主義、また自己（感情）移入・共感

論についてはTh.�リップスや現象学（フッサール、シェーラーら）をもとに考察

を深め、多文化共生およびその実現に向けた道徳教育のあり方について今後さらに

検討を進めていきたい。

注
１）たとえば、栗原ほか（1988）、斎藤（1988）、岡村ほか（1990a,�1990b）、嶺井（1996）を参照。また、
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こうした傾向の背景として、金（2017:�67-72）は日本における「共生」が在日韓国・朝鮮人の反差

別運動、すなわち「共闘」に由来していることを指摘している。それにくわえて、岸田（2017:�116-

117）によれば、「戦後思想の文脈において「共生」は、沖縄・アイヌ・朝鮮といった文脈における

脱植民地化の対概念でもあった」（たとえば、小沢（1994）、花崎（2001,�2002）を参照）。ちなみに、

川本（1997:�48-52,�2008:�37-76）は「会話・宴」（井上ほか（1992）および井上（1998,�2021））や「反

差別」（花崎（2001,�2002））に代わる共生の鍵概念として「ケア」を挙げ、一試論を展開している。

これをうけて、たとえば孫（2020:�40-61）は、「ケアリングの視点を取り入れた多文化共生教育プロ

グラム」を提唱している。

２）ここで注意すべきは、ガダマー（1960=2008:�480）が地平融合の過程を、「そ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

のようにそれ自体で存

在
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

しているように思われる」と表現している点である。すなわち、「実際には、融合すべきふたつ

の地平があるのではな」く、「歴史的地平は歴史家の頭のなかにしかない」のであり、「存在するのは、

過去と現在を包むひとつの大きな地平だけである」（Gadamer�1960=2008:�666）。「われわれの世界

と異質な世界とはひとつになって、内側から動く大きな地平を作り出しており、この地平は現前し

ているものの境界を越えて、われわれの自己意識の歴史的深みを包み込んでいる。したがって実際

には、ただひとつの地平があるだけであって、それが、歴史意識が自分のうちにもっているものす

べてを包み込んでいるのである」（Gadamer�1960=2008:�476-477）。

３）「時代の隔たりにおいては、つねに新たな誤りの原因が締め出され、その結果として、真の意味が

あらゆる濁りから濾過されるというだけではない。そこからはたえず新たな理解が湧き出し、予期

しなかった意味のつながりを明るみに出している。時代の隔たりは、完結した広がりではなく、た

えず運動し拡張している。時代の隔たりには、濾過という消極的な側面と同時に、この隔たりが理

解に対してもつ積極的な側面がある。それは、部分的にしか当てはまらない先入見を死滅させるだ

けでなく、真の理解を導く先入見を現れるようにもするのである。」（Gadamer�1960=�2008:�468）

４）詳細については、拙稿（2021）を参照のこと。

５）ここで「「前交通」に
・ ・ ・ ・

比する」と表現したのは、人間における共生およびその基盤となる自己（感情）

移入が生物学的概念である「共棲」および「癒合的社会性」との連続性をふまえていると同時に、

それとの非連続性をも含んでいることを指し示すためである。ヘルダー（1772=1985,�1784-

91=1989）もまた、人間と他の生物（自然）との連続性および非連続性という点を強調し、ユクスキュ

ル・クリサート（1934=2005）の環境世界論に着想を得た哲学的人間学の代表者ゲーレン（1940=1985:�

94）に至っては、「哲学的人間学はヘルダー以来一歩たりとも前進していない」と賛美するほど、

ヘルダーによる人間と他の生物（自然）との連続性および非連続性に関する考察には先見の明があっ

た。その意味でも、ヘルダーの自己（感情）移入論およびそれを基調として実現するところの人間

的次元での共生は、鈴木（2014）の主張にも相通ずると言えよう。

６）たとえば、Tayler（1995:�79-99）などが挙げられる。両者の関係については、稿を改めて論じたい。

７）なお、黒川（1987,�1996）および井上ほか（1992）、井上（1998,�2021）、そして橋本（2018）が主張

する、対立・異質性を保持したままでの共生もまた、ヘルダーの「対立の一致」論に一脈通ずるこ

とも付言しておく。

８）森（1977）が主張する「三人称的客観」論については、ヘルダーの「対立の一致」論（拙稿2018）

もさることながら、安藤昌益の「互性」概念、すなわち「他なるものの相互内在性」（拙稿2019:�

17）とより一層緊密な関係にあると言える。この点については、別の機会に改めて検討したい。
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９）なお、文部科学省（2017a-f）から引用するにあたり、小学校と中学校では文言に異同があることか

ら、小学校のみの規定については〈〉で、中学校のみの規定については〔〕で表記する。

10）文部科学省（2017c:�26、2017d:�26）では取り上げられていないが、学校教育法第21条第３号につい

ては、教育基本法第２条「教育の目標」第５項「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我

が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」

をふまえた記述となっている（文部科学省2017e:�17,�2017f:�14）。

11）『小学校学習指導要領』第１章「総則」では、道徳教育における第５学年および第６学年の重点項

目として「他国の尊重」が挙げられている（文部科学省2017a:�27）が、道徳科の内容項目「国際理解、

国際親善」においては、「他国の尊重」の文言が見受けられない（文部科学省2017a:�169）。他方、『中

学校学習指導要領』の場合には、総則（文部科学省2017b:�28）および道徳科の内容項目「国際理解、

国際貢献」（文部科学省2017b:�156）の両者において「他国の尊重」の文言が用いられている。

12）なお、『学習指導要領解説�総則編』で言及されている「社会科」「生活科」「外国語科」「外国語活動」

「総合的な学習の時間」「特別活動」における道徳教育の具体的な配慮事項の記載にも、多文化共

生に通ずる見解が示されている（文部科学省2017c:�134-138;�文部科学省2017d:�137-141）。この点の

詳細な分析は、別稿に譲りたい。また、『学習指導要領』第１章「総則」では、「海外から帰国した〈児

童〉〔生徒〕などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生活経験を生かす

などの適切な指導を行うものとする」（文部科学省2017a:�25,�2017b:�26）とある。『学習指導要領解

説�総則編』を紐解くと、「帰国〈児童〉〔生徒〕や外国人〈児童〉〔生徒〕、外国につながる〈児童〉

〔生徒〕」との共生を経て、多文化共生を学ぶ糸口にすることが示唆されている（文部科学省2017c:�

115,�2017d:�114）。

13）なお、道徳教育と自己（感情）移入との関連については、指導上の工夫として、読み物教材を用い

る際に「登場人物に自分を投影して、その判断や心情を考えることにより、道徳的価値の理解を深

める」という「読み物教材の登場人物への自我関与が中心の学習」が提唱されていることからも読

み解くことができよう（道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議2016:�6）。

14）自然に対する自己（感情）移入については、ヘルダーの『カリゴネー』（1800）からも読み取るこ

とができる。この点については、改めて詳細に論じることにしたい。

15）同じく鳥飼（2021:�9-12,�21-27）は、文化の普遍性と個別性、異文化コミュニケーションの方法論の

一つとしての感情移入および共感について言及し、本研究と同様の立場を示している。また、ブレ

イディ（2021）やピーリメイほか（2020）など、近年改めて自己（感情）移入や共感に注目が集まっ

ていることもふまえると、異文化コミュニケーション学の研究をはじめ今後の研究動向も注視して

いく必要がある。
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